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みなさん、こんにちは One Asia Lawyers Group 

(Focus Law Asia LLC)です。今号からシンガポ

ールの相続法についてご説明いたします。多く

の人にとって、「相続」は身近な問題でありな

がら、日々接するような課題ではないため、普

段から準備している人は少ないでしょう。しか

し、近年世界のグローバル化につれ、シンガポ

ールなど海外で生活し、海外資産を築いている

人や国際結婚等も増えてきました。万が一の事

態が発生した際、ご自身の資産や身近な人から

相続する資産がどの国の法律に基づいて処理さ

れるか、どのような準備が必要かについて知っておくことは重要です。 

 

今回は、日本法と比較しながら、シンガポールの相続法に関して説明し、シンガポール在住の

日本人が知っておくべき基本情報について解説いたします。 

 

⚫ シンガポールの相続法の基本制度とは？ 

日本とは異なり、シンガポールでは被相続人（財産を相続させる人）の死亡後、相続財産は相

続人（財産を相続する人）に承継されず、裁判所が任命した遺産管理人（「Administrator」）

又は遺言執行者（「Executor」）がその責務を担うことになります。日本の場合は、そもそも

裁判所の関与や遺産管理人・遺言執行者の関与が必須ではないことから大きく制度が異なりま

す。 

 

シンガポールにおいては、例えば、銀行は遺産管理人又は遺言執行人が任命されるまで被相続

人の資産を解放せず、相続人は資産の名義変更もすることはできません（日本では、遺産管理

人や遺言執行者がいなくても、所定の手続きをとれば銀行は資産を開放し、名義の変更が可能

です）。シンガポールにおいては、このように遺産管理人または遺言執行者が、被相続人の財

務に関し、資産の有無の確認、資産の集約、債務の清算、税金の支払い、及び遺言又は法定相

続の規定に従って資産を分配することになるため、時間・費用などが掛かることになります。 

 

相続に関するシンガポールの主要な法令は、①Intestate Succession Act 1967 （「無遺言相続

法」）及び②Wills Act 1838（「遺言法」）です。 

 

そして、①シンガポール法において遺言書がない場合、裁判所は無遺言相続法が適用され、遺

産管理人を任命します。遺産管理人は規定された順番に従って遺産を分割する責務を担います。



遺産管理人として任命されるためには、レターオブアドミニストレーション（Letters of 

administration）という手続きの申請を裁判所に提出する必要があります。 

 

他方、②シンガポール法において遺言書がある場合、遺言法が適用され、遺言書に基づき、遺

言執行者が任命されます。遺言執行者は、遺言書の記載に従って遺産を分割する責務を担いま

す。遺言執行者として選任されるためには、プロベート（Probate）という手続きの申請を提出

する必要があります。 

 

シンガポールにおいては、特に遺言がなかった場合におけるレターオブアドミニストレーショ

ンの手続きは非常に時間とコストがかかるため、家族などがなかなか現金などを引き出せず生

活に支障をきたすことがあるため、シンガポールに資産がある場合は、シンガポール法におい

て有効な遺言を作成することは非常に重要となります。 

 

⚫ 相続法上の居住地（Domicile）とは？ 

相続法上の居住地（Domicile）とは、ある人が恒久的に住む意思を持って居住している場所を

意味し、単なる居住地とは違う概念となります。シンガポールにおける相続において、相続法

上の居住の概念は相続法の適用に影響するため、重要な要素となります。 

 

例えば、シンガポールに相続法上の居住地を持たない被相続人が、遺言書を残さずに死亡した

場合、シンガポールにある不動産は、その被相続人の相続法の居住地にかかわらず、シンガポ

ール法に従って分割されます。それに対して、シンガポールにあったとしても動産（現金、株

式、個人所有物等）は、その被相続人の相続法上の居住地の法律（日本が相続法上の居住地の

場合は日本の相続法）に基づき、相続人に分割されることになります。 

 

一般的に、相続法上の居住地は、通常、被相続人の出生時における親の相続法の居住地に基づ

くことになりますが、相続法上の居住地は人生の過程（移住・国際結婚など）で変わる場合が

あり、主に以下の要素で決定されます。 

・被相続人本人がその国に永住する意思、母国ではない国の永住権の取得の有無、居住状態

（住居は購入か、賃貸か）、資産の所在地、税務上の居住地など 

 

⚫ 遺言書がない場合の分配方法とは？ 

シンガポールでは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、遺言法に基づき、以下の順序に

て資産の分配が決定されます。ただし、イスラム教徒の場合はシャリア法（イスラム相続法）

が適用されるため、以下のルールは適用されません。下記の相続法上の分配は、おおむね日本

法に類似しています。 

 

❖ 配偶者のみがいる場合（子供、両親なし）、配偶者が全額を相続する。 

❖ 配偶者と子供がいる場合、配偶者が２分の１、子供が２分の１を相続する。子供が複

数いる場合、子供間で均等にその２分の１を分ける 

❖ 子供のみいる場合、子供が全額を全員で均等に分ける。 

❖ 配偶者と両親がいる場合（子供なし）、配偶者が２分の１、両親が２分の１を相続す

る。 

 

上記のとおり、遺言書がない場合の資産分配に関しては資産の相続人、そして相続額、及び資

産を受け取る順序が規定されています。相続の分配について希望がある場合は、遺言書を作成

することが必要となります。なお、日本法とは異なり大きな違いの一つとしては、遺留分（法



定相続人が遺言の有無にかかわらず最低限受け取ることが保証されている相続財産の割合）と

いう概念がシンガポールはありません。この点からも、遺言書を作成しておくことが、シンガ

ポールにおいては非常に重要となります。 

 

次回は、シンガポール遺言書の作成方法、及び複数の国に資産を保有している場合の注意点に

ついて、ご説明いたします。 

 

 

 

※本稿は、シンガポールの週刊 SingaLife（シンガライフ）において掲載中の「シンガポール法

律コラム」のために著者が執筆した記事を、ニューズレターの形式にまとめたものとなります。 

 

◆ One Asia Lawyers◆ 

 

「One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリー

ガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia 

Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律の

スペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービ

スを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legalまたは info@oneasia.legal までお願

いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メ

ンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解

であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条

文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず

各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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 栗田 哲郎  

One Asia Lawyers Group代表 

シンガポール（FPE）・日本・USA/NY州法弁護士 

日本の大手法律事務所に勤務後、シンガポールの大手法律事務所にパート

ナー弁護士として勤務。その後、国際法律事務所アジアフォーカスチーム

のヘッドを務め、2016年 7月 One Asia Lawyers Groupを創立。シンガポー

ルを中心にクロスボーダーのアジア法務全般（M&A、国際商事仲裁等の

紛争解決等）のアドバイスを提供している。2014年、日本法弁護士とし

て初めてシンガポール司法試験に合格し、シンガポール法のアドバイスも

提供している。  

tetsuo.kurita@oneasia.legal  

+65 8183 5114 
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アデリン・ゴー 

シンガポール法弁護士 
 

企業法務及び一般民事幅広い分野を扱っており、複雑な商業紛争に関し、

シンガポールのあらゆるレベルの裁判所及び仲裁で弁護士として代理人を

務め、企業間商取引関連紛争、投資関連紛争、会社・株主紛争、借用契約

関連紛争、雇用紛争、クロスボーダー紛争、危機管理及び不祥事対応など

の案件に携わっている。 

英語、中国語、日本語での対応が可能。特に日本の市場に重点を置いてお

り、日系クライアントの東南アジアにおける事業利益に関連する法律問題

及び日本の富裕層の相続に関して助言及び法務サービスを提供している。 

イギリスのノッティンガム大学(University of Nottingham)法学部を最高評価

である first class honoursで卒業し経歴を持ち、法学部入学前は、シンガポ

ールのナンヤン理工大学(Nanyang Technological University)会計学部の優等

学位を取得し、四大の会計事務所で監査役を務めた。 

 


